
 

 

福 祉 環 境 委 員 会 
令和 3 年 5 月 25 日（火） 

10 時 00 分～ 時  分 

全員協議会室     

 

【委 員】 柳楽委員長、村武副委員長 

沖田委員、小川委員、岡本委員、佐々木委員、田畑委員、澁谷委員 

【議 長・委員外議員】 

【福祉環境委員会 所管管理職】 

   〔健康福祉部〕猪木迫健康福祉部長、久保健康福祉部参事（新型コロナウイルスワクチン対策室長）、

藤井地域福祉課長、板本健康医療対策課長、龍河子育て支援課長、 

井上保険年金課長 

〔市民生活部〕森脇市民生活部長、野田環境課長、市原税務課長、土谷資産税課長 

〔金 城 支 所 〕佐々尾金城支所市民福祉課長 

〔旭  支  所〕西川旭支所長 

〔弥 栄 支 所 〕三浦弥栄支所市民福祉課長 

〔三 隅 支 所 〕鈴木三隅支所市民福祉課長 

〔上下水道部〕有福上下水道部長、白根管理課長、谷口工務課長、大上下水道課長 

【事務局】中谷書記 

 

議 題 

1 執行部報告事項 

（1） 令和 4 年度国県重点要望事項について             【健康福祉部】 

（2）浜田市基幹相談支援センターの開設について          【地域福祉課】 

（3）島根大学医学部医学科｢地域枠｣及び市内看護学校卒業生・入学生の状況等について 

【健康医療対策課】 

（4）高齢者人口等の推移について               【健康医療対策課】 

（5）浜田市敬老入浴券交付事業について            【健康医療対策課】 

（6）新型コロナウイルスワクチンの接種状況について 

【新型コロナウイルスワクチン対策室】 

（7）浜田市の未就学児童の状況について             【子育て支援課】 

（8）放課後児童クラブの入会状況について            【子育て支援課】 

（9）浜田市病児・病後児保育室及び浜田市休日応急診療所の整備について 

                        【子育て支援課・健康医療対策課】 

（10）令和 3 年度浜田市国民健康保険料率について          【保険年金課】 

（11）令和 2 年度ごみの排出量等について（報告）            【環境課】 

（12）令和 3 年度軽自動車税（種別割）の当初賦課状況等について     【税務課】 

（13）令和 3 年度固定資産税の当初賦課状況等について         【資産税課】 

（14）金城地域断水防止対策について                  【工務課】 

（15）市街地下水道整備事業について（浜田処理区）          【下水道課】 

 
裏面あり 



（16）集落排水施設（地方地区、福浦地区）の公共下水道（三保三隅処理区）接続に 

ついて                            【下水道課】 

（17）その他 

（配布物） 

・令和 3 年度子育て支援ガイド                 【子育て支援課】 

    

2 その他 

 

3 はまだ議会だより読者アンケートに寄せられた意見等への対応協議について（委員間で

協議） 



部 № 要　望　項　目

1 浜田港への海上自衛隊艦艇の物資補給基地誘致に向けた支援について

2 米軍機による低空飛行訓練の中止について

産業経済部 3 島根県浜田沖合石油・天然ガスの資源開発促進について

地域政策部 4 地域公共交通の確保に対する支援について　【新規】

健康福祉部 5 医師・看護師等医療従事者確保対策について

産業経済部
都市建設部

6 重要港湾浜田港について

7 高規格道路の整備促進について

8 矢原川ダムの事業推進について

教育部 9 オンライン授業等の教育環境整備にかかる財政支援について 【新規】

県知事要望 9件合　計

令和4年度国県重点要望事項
総括表（県知事要望分）

　

総務部

都市建設部

令 和 3 年 5 月 2 5 日
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部 № 要　望　項　目 備考
(知事要望の有無)

10 浜田港への海上自衛隊艦艇の物資補給基地誘致に向けた支援について ○

11 米軍機による低空飛行訓練の中止について ○

産業経済部 12 島根県浜田沖合石油・天然ガスの資源開発促進について ○

地域政策部 13 地域公共交通の確保に対する支援について 【新規】 ○

健康福祉部 14 医師・看護師等医療従事者確保対策について ○

重要港湾浜田港について ○

（1）岸壁整備等港湾機能の強化について ○

（2）荷役業務の安全確保について ○

（3）リーチスタッカーの整備について

（4）貿易振興に対する支援について ○

　　①浜田港国際定期コンテナ航路の維持について ○

　　②浜田港振興会の運営支援について

　　③取扱貨物量の増加に向けた販路拡大及び市場開拓支援のための各種プロジェクトの
　 　 推進について

　　④大型基幹貨物を取り扱う企業の誘致の推進について　

（5）浜田港の曳船（タグボート）の確保について

（6）浜田港港湾施設使用料減免に係る対象貨物の拡充について

16 高規格道路の整備促進について ○

17 矢原川ダムの事業推進について ○

本庁・支所間を20分で連絡する道路整備について

（1）主要地方道弥栄旭インター線（小坂Ⅲ工区）

【継続事業分】

（1）主要地方道

都市建設部 　①弥栄旭インター線小坂Ⅱ工区(小坂)

（2）林道

　①林道金城弥栄線

　②林道三隅線

まちづくりを支援する県道の幹線道路ネットワークの早期完成と生活関連道路の整備について

（1）主要地方道浜田八重可部線の歩道整備について

（2）主要地方道田所国府線の改良について

　　①上府工区（吉原橋付近～府城センター付近）

　　②本郷工区(浜田作木線交差点～木田境）

　　③戸川工区（新戸川橋～栃谷橋）

（3）主要地方道浜田美都線の改良について

【継続事業分】

（1）主要地方道

　　　　　　総括表（部長以下要望分）

15

総務部

18

19

都市建設部
※一部産業経済部
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部 № 要　望　項　目 備考
(知事要望の有無)

　①主要地方道田所国府線　入野工区

　②主要地方道浜田八重可部線　後野工区、岩畳工区、今市2工区、都川2工区

　③主要地方道浜田美都線　木都賀工区

　④主要地方道桜江金城線　追原C工区

　⑤主要地方道三隅美都線　河内工区

地域を支える道路網の整備について

（1）一般国道186号について

　　①新犬戻りトンネルの計画について

　　②一般国道186号上来原～波佐地内路肩拡幅整備について

（2）一般県道今福芸北線（久佐～小国）の改良について

（3）一般県道一の瀬折居線（周布地～櫟田原）の改良について

（4）一般県道浜田商港線の交差点改良について（起点側～青川バス停）

【継続事業分】

（1）一般国道186号　

　①小国Ⅰ工区（新笹ケ峠トンネル）

　②上来原工区（歩道整備）

　③七条工区（歩道整備）

　④長田2工区（雪寒対策）

（2）県営農道整備事業

　①農村地域防災減災事業（農村防災施設整備・緊急避難路整備）

　②県営農村地域防災減災事業（農村防災施設整備・緊急避難路整備）

　③県営一般農道（集落間）田原地区 【浜田】

（3）一般県道等

　①一般県道黒沢安城浜田線　長見工区

　②一般県道三隅井野長浜線 田橋2・3工区、三隅工区

　③一般県道美川周布線 穂出工区

　④一般県道波佐芸北線　波佐工区

　⑤一般県道益田種三隅線　西河内工区

　⑥一般県道一の瀬折居線  室谷工区

安全で安心して暮らせる県土を創る川づくりの推進について

（1）小国川河川整備について

（2）久佐川河川整備について 【新規】

【継続事業分】

（1）周布川

（2）下府川

（3）唐鐘川

19

20

21
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部 № 要　望　項　目 備考
(知事要望の有無)

（4）久代川

（5）三隅川

（6）浜田川環境整備について（河内大橋上流部）

県民の生命や財産を守る砂防事業等の推進について

（1）外ノ浦谷川砂防事業

【継続事業分】

（1）急傾斜地崩壊対策事業について

　①港町Ａ地区　

　②高佐Ａ地区

　③白砂Ａ地区

（2）砂防事業について 

　①潰谷川　

　②本郷川　

　③治和川　

　④西旗竿谷川

　⑤仲屋川（柳Ｃ）

　⑥岡見団地Ａ

（3）地すべり対策事業について

　①高野地区地すべり対策事業

　②浜田第四期地区 

　③浜田地区地すべり防止施設長寿命化対策工事

海岸保全事業の促進について

【継続事業分】

　三隅港海岸（湊浦地区） 

24 オンライン授業等の教育環境整備にかかる財政支援について ○

25 島根県統一仕様もしくは複数市町村統一仕様の統合型校務支援システムの導入促進と財政支援について

部長以下要望　16件（知事要望9件を含む）

教育部

23

22

合　計

21

4
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令和 4 年度国県重点要望事項 
 

1  浜田港への海上自衛隊艦艇の物資補給基地誘致に向けた支援について 

                           【要望先：防災部】 

浜田港につきましては、国指定の重要港湾として整備され、官民一体となって利用促進に

取り組んでいるところです。 

日頃の海上自衛隊艦艇の公開や災害時における隊員の迅速かつ献身的な救助活動により、

自衛隊に対する信頼感は高まってきており、海上自衛隊艦艇の浜田港寄港は、市民にとって

大きな安心につながるものと思っております。また、地元経済にとりましても、海上自衛隊

艦艇の物資の補給など、非常に大きな効果があるものと考えております。 

つきましては、海上自衛隊艦艇の物資補給基地の誘致に向けてご支援を賜りますよう格別

のご高配をお願いします。 

 

2  米軍機による低空飛行訓練の中止について 

                               【要望先：防災部】 

知事におかれましては、米軍機の低空飛行訓練による騒音問題につきまして、米軍機騒音

等対策協議会とともに外務省、防衛省に要望活動を行っていただき、深く感謝を申し上げま

す。 

しかしながら、米軍機の低空飛行訓練による住民への耐え難い騒音被害は引き続き発生し

ており、事故への不安に悩まされるなど、日常生活に様々な悪影響を与え続けています。こ

の現状に鑑み、低空飛行訓練が行われないよう、米軍関係当局に対し、更なる強力な対応を

してもらうよう、国への働きかけをお願いします。 

また、騒音被害が解消されるまでの間、国が責任を持って騒音や安全性に対する住民の不

安を軽減するための措置をとることについても、引き続き働きかけをお願いします。 

 

3  島根県浜田沖合石油・天然ガスの資源開発促進について 

【要望先：地域振興部】 

島根県浜田市沖合において実施された国の基礎試錐事業において、ガスの兆候が確認され、

更なる調査の実施が待たれるところです。 

これまで、このエリアでの資源開発は、浜田市をはじめ島根県全体の経済活性化に大きく

寄与するものと考え、地元経済団体とともに国へ更なる支援の要望活動を行ってまいりまし

た。その際には島根県にもご協力をいただき、その可能性が広がっていることに対し、厚く

お礼申し上げます。 

新型コロナウイルスの影響もありますが、引き続き、以下の 2 点について、関係機関への

働きかけのご支援を賜りますよう格別のご高配をお願いいたします。 

（1）浜田沖の試掘権を 2024 年まで保有している事業者に対して、浜田港を活用し、探掘活

動を継続していただくこと 

（2）ガスが出た際には、島根県の経済活性化が図れるよう、精製基地を浜田港周辺用地に整

備していただくこと 

 

4  地域公共交通の確保に対する支援について【新規】 

   【要望先：地域振興部】 

浜田市においては、一般旅客運送事業者による乗合運行や、市町村による有償運送、予約

型乗合タクシーの運行を行っており、その経費について、「島根県生活交通確保対策交付金」

令和 3 年 5 月 25 日 
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を交付していただき、交通手段の確保に努めています。 

中山間地域において、持続可能な公共交通体系を維持するためには、ドア・トゥ・ドアで

移動できるタクシーは、高齢者や障がい者などの重要な移動手段として、年々需要が高まっ

ているところです。 

 近年、全国の中山間地域においては、地域住民のタクシー利用に関する支援制度の導入が

増えており、当市においても、様々なタクシー利用に関する支援について、検討を進めてい

るところです。 

 生活交通の利用者が減少していく中で、行政と沿線住民、事業者が一体となって地域住民

の日常生活に必要な生活交通を確保するため、市町村が取り組むタクシー利用に関する支援

策についても、上記交付金にメニューを追加されるとともに交付金予算総額を拡充していた

だきますよう、お願いいたします。 

 

5  医師・看護師等医療従事者確保対策について 

                        【要望先：健康福祉部】 

医師をはじめとする医療従事者につきまして、奨学金制度や島根大学との連携、しまね地

域医療支援センターのキャリア支援など、様々な取組を行っていただいており、深く感謝を

申し上げます。 

浜田圏域の医師の充足率においても、令和元年度の 78.4％から令和 2年度には 77.2％へと

維持をしております。 

しかしながら、当市では、依然として中核病院における診療科の偏在が顕著であり、常勤

医のいない診療科もあり、住民の不安は払拭されておりません。加えて、地域の医療を支え

る開業医の高齢化も進み、身近な医療機関の減少が危惧されております。 

また、浜田医療センター附属看護学校については、国立病院機構本部の意向により運営の

見直しが検討される中、当市としては、看護学校に通う学生に対し奨学金制度を新設し、学

生の確保に努めているところであります。今後も継続的な支援についてお願いいたします。 

医師の偏在解消に向け、地域の特性を踏まえた医師確保計画が着実に実行されることをお

願いするとともに、今後も地域の実態に対応できるよう、医療従事者の確保や診療科の偏在

の解消につきまして、引き続きご支援を賜りますよう格別のご高配をお願いいたします。 

 

6 重要港湾浜田港について  

【要望先：土木部（一部商工労働部）】 

日本海側拠点港の浜田港は、県内唯一の国際貿易港として重要な役割を担っております。

更なる物流機能の向上に格別のご高配をお願いします。 

（1）岸壁整備等港湾機能の強化について 

近年、取扱貨物が多岐に渡るとともに輸送の効率化による大型船での貨物輸送が増えてき

ていますが、大型化する貨物船・クルーズ船への対応ができていない状況です。 

つきましては、船舶大型化に向けて、岸壁整備等港湾機能の強化を促進していただきます

ようお願いします。 

（2）荷役業務の安全確保について 

新北防波堤の整備促進について、引き続きご支援をお願いします。 

（3）貿易振興に対する支援について【要望先：商工労働部】【新規】 

浜田港は島根県内唯一の国際貿易港であり、平成 13年 3月に国際定期コンテナ航路が開設

し、平成 31年 1月には新たな船社の参入により週 2便化されました。しかしながら、新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響により、世界的なコンテナ不足に伴う海上運賃の急騰が続いて

いる中、浜田港のコンテナ航路１便が令和 3年 3月 22日をもって一時休止しました。 

 つきましては、浜田港国際定期コンテナ航路の維持及び取扱貨物の確保が急務になってお
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り、地域経済を支える物流拠点として、更なるご支援をよろしくお願いします。 

 

7  高規格道路の整備促進について  

 【要望先：土木部】 

（1）浜田自動車道における 4車線化等の整備について 

「高速道路における安全・安心基本計画」に基づき、浜田自動車道（瑞穂 IC～金城 PASIC）

が 4車線化の優先整備区間として選定されています。暫定 2車線区間においては、大雪時の

路肩排雪作業のための車線確保が困難であり、スタック車両を原因とする長時間の通行止め

が発生することから、信頼性を確保するため 4車線化等の整備について格別のご高配をお願

いします。 

（2）三隅益田道路の事業推進について 

三隅益田道路につきまして、浜田益田間の移動時間短縮と物流の効率化を実現するため、

事業推進に格別のご高配をお願いします。 

 

8 矢原川ダムの事業推進について 

【要望先：土木部】 

矢原川ダム事業につきましては、用地交渉が鋭意進められ、今年度から付替え県道の整備

に着手されており感謝申し上げます。事業の推進に格別のご高配をお願いします。 

 

9 オンライン授業等の教育環境整備にかかる財政支援について【新規】 

【要望先：教育庁】 

文部科学省が示す「GIGAスクール構想」に伴い、「児童生徒 1人 1台端末整備」及び「1人

1台環境に耐えうる大容量高速化の校内通信ネットワーク整備」を令和 2年度に完了しました。 

当市としては、整備した児童生徒の端末を有効に活用するためには、指導者用端末の整備

も同時に必要と考え、これについても 1人 1台端末整備を行ったところです。 

この急速な学校 ICT 化を実現するにあたり、令和 2 年度は国庫補助制度を活用し整備でき

たが、今後に控えた更新に係る費用の財源確保に苦慮しております。 

つきましては、整備した環境を維持し児童生徒の学びが確保できるよう、導入した端末や

ネットワーク環境を維持更新する経費への財政支援について、国への働きかけのご支援を賜

りますよう格別のご高配をお願いいたします。 

 

 

《以上県知事要望分》 
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《ここから部長以下要望分》 

 

10  浜田港への海上自衛隊艦艇の物資補給基地誘致に向けた支援について 

                             【要望先：防災部】 

 ※知事要望に同じ 

 

11 米軍機による低空飛行訓練の中止について 

                                 【要望先：防災部】 

※知事要望に同じ 

 

12 島根県浜田沖合石油・天然ガスの資源開発促進について 

【要望先：地域振興部】 

 ※知事要望に同じ 

 

13 地域公共交通の確保に対する支援について【新規】 

   【要望先：地域振興部】 

※知事要望に同じ 

 

14 医師・看護師等医療従事者確保対策について 

                        【要望先：健康福祉部】 

※知事要望に同じ 

 

15 重要港湾浜田港について 

【要望先：土木部（一部商工労働部）】 

日本海側拠点港の浜田港は、県内唯一の国際貿易港として重要な役割を担っております。

更なる物流機能の向上に格別のご高配をお願いします。 

（1）岸壁整備等港湾機能の強化について 

※知事要望に同じ 

（2）荷役業務の安全確保について 

※知事要望に同じ 

（3）リーチスタッカーの整備について 

リーチスタッカーは導入から 10年経過しており、故障した場合、コンテナ貨物の遅延や他

港への貨物積みなど、船会社及び浜田港利用の関係企業に対し多大な損害が発生します。 

つきましては、リーチスタッカーの早急な整備をお願いします。 

（4）貿易振興に対する支援について【要望先：商工労働部】 

島根県内唯一の国際貿易港である浜田港の利用促進のため、次の点につきまして、ご支援

賜りますよう格別のご高配をお願いします。 

① 浜田港国際定期コンテナ航路の維持について 

浜田港は島根県内唯一の国際貿易港であり、平成 13 年 3 月に国際定期コンテナ航路が

開設し、平成 31年 1月には新たな船社の参入により週 2便化されました。しかしながら、

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、世界的なコンテナ不足に伴う海上運賃の急騰

が続いている中、浜田港のコンテナ航路１便が令和 3 年 3 月 22 日をもって一時休止しま

した。 

つきましては、浜田港国際定期コンテナ航路の維持及び取扱貨物の確保が急務になって
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おり、地域経済を支える物流拠点として、更なるご支援をよろしくお願いします。 

② 浜田港振興会の運営支援について 

事業者のニーズを踏まえた集荷対策には、効果的なポートセールス体制の整備を行い、

航路の維持及び安定運航を確保することが必要です。また、浜田港港湾計画の実現には、

取扱貨物量の増加に向けた取り組みが不可欠であり、その中心となる浜田港振興会の活

動は重要性を増しています。 

つきましては、浜田港振興会の役割にご理解をいただき、引き続き運営に対するご支

援をお願いします。 

③ 取扱貨物量の増加に向けた販路拡大及び市場開拓支援のための各種プロジェクトの推

進について 

浜田港におきましては、平成 13年 3月に国際コンテナ航路が開設され、平成 24年 12

月には「日本海側拠点港」に選定され、島根県の貿易拠点として、アジアをはじめとす

る世界各国との更なる貿易促進・拡大が期待されます。 

つきましては、取扱貨物量の増加に繋がる各種プロジェクトの実施や、販路拡大及び市

場開拓の推進について、引き続きご支援をお願いします。 

④ 大型基幹貨物を取り扱う企業の誘致の推進について 

平成 29年に改訂された浜田港港湾計画では、長浜地区、福井地区の新規岸壁の造成等

が示されています。この計画が実現すると、大型船の入港が可能となり、国際定期コン

テナ航路の週複便化など荷主に対する利便性の向上には、より多くの貨物の取り扱いが

必要となります。 

つきましては、県西部地域において大型基幹貨物（ベースカーゴ）を取り扱っていた

だける企業の誘致を推進していただきますようお願いします。 

（5）浜田港の曳船（タグボート）の確保について 

近年、船舶の大型化が進み、大型貨物船やクルーズ船が浜田港に寄港していますが、その

際、曳船による港湾内エリアへの誘導や、船首で大型船を押すなどの補助により、安全に離

着岸できるようサポートをしています。 

また、中国電力株式会社三隅発電所 2 号機建設計画では、令和 4年 11月に運転開始となり

燃料を運ぶ石炭船の入出港に際して、浜田港常駐の曳船を現在の約 2 倍の応援派遣すること

が想定され、曳船の増配備が必要な状況であります。つきましては、島根県において浜田港

の将来を見据えた曳船の確保について、ご検討いただきますようお願いします。 

（6）浜田港港湾施設使用料減免に係る対象貨物の拡充について 

浜田港の港湾施設使用料は、利用促進のため各種減免措置を講じていただいておりますが、

原木等の国内移出入貨物については従来どおりの使用料であり、県外他港と比較し高い状況

です。 

つきましては、県外他港との競争力を高め、取扱貨物量の増加と港の利用促進を図るため、

ご配慮を賜りますようお願いします。 

 

16 高規格道路の整備促進について  

【要望先：土木部】 

※知事要望に同じ 
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17 矢原川ダムの事業推進について  

【要望先：土木部】 

※知事要望に同じ 

 

18 本庁・支所間を 20分で連絡する道路整備について 

                                【要望先：土木部】 

島根県におかれましては、国道、主要地方道及び一般県道等の幹線道路整備を継続的に実

施していただき厚くお礼を申し上げます。 

地域間交流の活性化を図るため、次の区間の整備について、格別のご高配をお願いします。 

（1）主要地方道弥栄旭インター線 (小坂Ⅲ工区) 【弥栄】 

 高内～弥栄大橋間について、トンネルによる計画策定をお願いします。 

【継続事業分】 

次の区間について事業の促進をお願いします。 

（1）主要地方道 

①弥栄旭インター線小坂Ⅱ工区(小坂)【弥栄】 

（2）林道 

①林道金城弥栄線【金城・弥栄】 

②林道三隅線 【三隅】 

 

19  まちづくりを支援する県道の幹線道路ネットワークの早期完成と生活関連道路の整備に

ついて 

【要望先：土木部】 

幹線道路は、市民生活や経済活動を営む上で重要な役割を持つ道路です。農林道と連結し

た幹線道路ネットワークの早期完成と生活関連道路の効率的な整備について、格別のご高配

をお願いします。 

（1）主要地方道浜田八重可部線の歩道整備について【金城】 

久佐川橋の前後 200ｍの区間について、生活改善センターへの歩行者の安全確保のため、歩

道整備の検討をお願いします。 

（2）主要地方道田所国府線の改良について 

次の区間の改良整備について、事業化の検討をお願いします。 

①上府工区（吉原橋付近～府城センター付近）【浜田】 

②本郷工区(浜田作木線交差点～木田境)【旭】 

③戸川工区（新戸川橋～栃谷橋）【旭】 

（3）主要地方道浜田美都線の改良について【弥栄】 

木都賀地内から市境までの改良整備について、格別のご高配をお願いします。 

【継続事業分】 

次の区間について事業の促進をお願いします。 

（1）主要地方道 

①主要地方道田所国府線 入野工区【金城】 

②主要地方道浜田八重可部線 

・後野工区（佐野～国道 186号）【浜田】 

・岩畳工区（岩畳橋～押入橋）【旭】 

・今市 2工区（丸原地区～今市地区）【旭】 

・都川 2 工区【旭】 

③主要地方道浜田美都線 木都賀工区【弥栄】 

④主要地方道桜江金城線 追原 C工区【金城】 

⑤主要地方道三隅美都線 河内工区【三隅】 
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20  地域を支える道路網の整備について 

【要望先：土木部】 

安全で安心して暮らせるまちづくりの実現に向けた道路網整備について、格別のご高配を

お願いします。 

（1）一般国道 186号について【金城】 

①新犬戻りトンネルの計画について 

現在の犬戻りトンネルは旧規格のためトンネルの断面が小さく、大型車両の通行に支障

をきたしています。つきましては、新たなトンネル計画の検討をお願いします。 

②一般国道 186号上来原～波佐地内路肩拡幅整備について 

当区間は路肩幅員が狭いため、降雪時に大型車両同士の離合に注意を要する場面が多く

発生します。また、道路側溝が路面よりも低い位置にあるため、車両の脱輪や路外逸脱の

危険性が高い箇所でもあります。安全通行のための改善策の検討をお願いします。 

（2）一般県道今福芸北線（久佐～小国）の改良について【金城】 

本路線は小国地区の生活道路であり、今福地区と小国地区を結ぶ幹線道路です。幅員狭小

区間と落石危険箇所が多く通行に支障があるため、引き続いての改良整備をお願いします。 

（3）一般県道一の瀬折居線（周布地～櫟田原）の改良について【三隅】 

三隅町周布地～櫟田原間は、狭小で交通難所となっているため、この区間のトンネルによ

る整備について検討をお願いします。 

（4）一般県道浜田商港線の交差点改良について（起点側～青川バス停）【浜田】 

本路線の起点側交差点部分（国道 9 号合流部）は、それまでの 2 車線から 1 車線と幅員が

狭くなっているため、車両の離合が困難な状況となっています。特に大型車が通行する際は、

対向車が交差点に進入できず、交通の流れが阻害される場面が多発しています。つきまして

は、交差点の改良に向けた検討をお願いします。 

【継続事業分】 

次の区間について事業の促進をお願いします。 

（1）一般国道 186 号 

 ①小国Ⅰ工区（新笹ケ峠トンネル）【金城】 

 ②上来原工区（歩道整備）【金城】 

 ③七条工区（歩道整備）【金城】 

 ④長田 2 工区（雪寒対策）【金城】 

（2）県営農道整備事業（農村地域防災減災事業） 

①新開佐野地区（緊急避難路整備）【浜田・金城】 

②横山地区（緊急避難路整備）【浜田】 

③笹目原地区（農道防災対策工事）【弥栄】 

（3）一般県道等 

①一般県道黒沢安城浜田線 長見工区（名古田橋～新福永橋）【浜田】 

②一般県道三隅井野長浜線 

・田橋２工区、３工区（牛谷）【浜田】 

・三隅工区（三隅神社～浄蓮寺峠）【三隅】 

・井野工区（下今明～小原）【三隅】 

③一般県道美川周布線 穂出工区【浜田】 

④一般県道波佐芸北線 波佐工区【金城】 

⑤一般県道益田種三隅線 西河内工区【三隅】 

⑥一般県道一の瀬折居線  室谷工区【三隅】 

 

21 安全で安心して暮らせる県土を創る川づくりの推進について 

【要望先：土木部】 

水害や土砂災害から住民の生命財産を守り、安全で安心して暮らせるまちづくりのために
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は、治水事業を計画的に実施することが重要です。 

新規河川改修事業の導入について格別のご高配をお願いします。 

（1）小国川河川整備について【金城】 

生活の安全と農地保全の対策として、①老朽化した県道兼用護岸（空石積）の改修 ②住

宅が隣接する天然護岸（山崎橋下流部）の整備をお願いします。 

また、浜田市が将来実施を予定する谷口橋架け替えの際は、それに併せた上下流護岸の改

修についてご検討をお願いします。 

（2）久佐川河川整備について【金城】【新規】 

久佐川につきましては、平成 21 年から 24 年にかけて改修工事が実施されましたが、上流

部の小原谷川合流部から三谷橋付近が未改修のため、この区間の整備手法についてご検討を

お願いします。 

【継続事業分】 

河口堆積土砂等の浚渫について適時適切な実施をお願いします。 

（1）周布川【浜田】 

冬場の波浪による、導流堤から右岸側への堆砂を原因として、係留施設への出入りの障

害や水位上昇に伴う小河川の氾濫が発生するため、定期的な浚渫による河口閉塞の解消を

お願いします。 

（2）下府川【浜田】 

掘込河道で計画された下府川下流部は、海浜部からの流砂により河口埋塞の恐れがあり

ます。定期的な浚渫をお願いします。 

（3）唐鐘川【浜田】 

波浪により河口が閉塞し流水停滞が多発するため、定期的な浚渫をお願いします。 

（4）久代川【浜田】 

久代川の河口法線（海浜部）は大きく東側へ蛇行している上に、流砂による埋塞のため、

豪雨時には排水不良による床下浸水が発生しています。定期的な浚渫による河積断面の確

保をお願いします。 

（5）三隅川【三隅】 

三隅川河口部は、波浪による海浜部からの流砂により河口閉塞の恐れがあります。定期

的な浚渫による河積断面の確保をお願いします。 

（6）浜田川環境整備について（河内大橋上流部）【浜田】 

河川断面内に繁茂した草木の除去をお願いします。 

 

22  県民の生命や財産を守る砂防事業等の推進について 

【要望先：土木部】 

浜田市は、海・山の豊かな自然環境に恵まれている反面、市域の大部分が山地であり、住

家の多くが山際や谷あいの狭い平地に密集しているため、土砂災害危険箇所が多く点在して

います。 

住環境の安全と県民の生命、財産を守る砂防事業及び急傾斜地崩壊対策事業の促進をお願

いします。 

（1）外ノ浦谷川砂防事業【浜田】 

県単独事業での実施をお願いします。 

【継続事業分】 

引き続き事業の促進をお願いします。 

（1）急傾斜地崩壊対策事業について【浜田・三隅】 

①港町Ａ地区 ②高佐Ａ地区 ③白砂 A地区 

（2）砂防事業について【浜田・旭・三隅】 

①潰谷川 ②本郷川 ③治和川 ④西旗竿谷川 ⑤仲屋川（柳 C） 
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⑥岡見団地 A 

（3）地すべり対策事業について 【浜田・三隅・弥栄】 

①高野地区地すべり対策事業 

②浜田第四期地区地すべり対策事業  

③浜田地区地すべり防止施設長寿命化対策工事 

 

23  海岸保全事業の促進について 

【要望先：土木部】 

【継続事業分】 

引き続き事業の推進をお願いします。 

三隅港海岸（湊浦地区）  

 

24 オンライン授業等の教育環境整備にかかる財政支援について【新規】 

【要望先：教育庁】 

※知事要望に同じ 

 

25  島根県統一仕様もしくは複数市町村統一仕様の統合型校務支援システムの導入促進と

財政支援について 

【要望先：教育庁】 

校務の効率化と教職員の勤務時間削減に効果が高い「統合型校務支援システム」の導入に

ついて、全県統一仕様の校務支援システムの導入を再度検討いただきますようお願いします。

併せて、都道府県単位のシステムの導入だけでなく、複数市町村統一仕様の校務支援システ

ムの導入についても、財政支援を拡充するよう、国への働きかけを要望いたします。 



 

浜田市基幹相談支援センターの開設について 

 

 令和 3年 4月 1日、浜田市基幹相談支援センターがオープンしました。 

 基幹相談支援センターでは、地域にお住いの障がいがある方やそのご家族、支援者

の悩み事や困り事について、経験豊富な専門員が相談に応じ、解決に向けたアドバイ

スや情報提供、関係機関への橋渡しや調整等を行います。 

 運営については、浜田市から委託を受け、社会医療法人 清和会が行います。 

 

1  開設場所 

   ヴィレッジせいわ 3号館  

浜田市港町 294-11 

   電話（0855）22-8115 ※当面の間、相談支援事業所「陽だまり」と兼用  

 

2  開設日時 

   令和 3年 4月 1日（木）から 

     月曜日から金曜日(祝日及び年末年始は休業) 8時 30分～17時 00分 

※時間外・休日についても、緊急時は 24時間対応可能 

   

3  委託先 

   社会医療法人 清和会   

浜田市港町 293-2 

 

4  対象者    

   ・困り事や悩み事をお持ちの障がい 

のある方及びそのご家族 

   ・地域にお住いの方 

   ・関係機関の方 

 

5  主な事業内容 

 ⑴  障がい種別(知的・精神・身体)を問わない総合的・専門的な相談支援 

 ⑵  地域の相談支援事業所への助言・指導及び人材育成 

 ⑶  施設入所・入院から地域での生活への促進及び定着支援 

 ⑷  障がい者の権利擁護及び身体的等の虐待防止 等 

           

令 和 3 年 5 月 2 5 日 

福 祉 環 境 委 員 会 資 料 

健 康 福 祉 部 地 域 福 祉 課 

 

 

R3.4.1 浜田市基幹相談支援センター開所式 



 

島根大学医学部医学科『地域枠』及び 

市内看護学校卒業生・入学生の状況等について 

◆令和 2 年度 卒業生の状況 

1．島根大学医学部医学科「地域枠」【浜田市出身】 

H28 H29 H30 Ｒ1 R2 

1 1 3 0 1 

 

2．浜田医療センター附属看護学校 

卒業生の就職状況                                        （単位：人） 

浜田市内の就職状況                          （単位：人） 

H28 H29 H30 Ｒ1 R2 

12 17 15 16 16 

 

3．浜田准看護学校 

卒業生の就職状況                                       （単位：人） 

 

浜田市内の就職状況                          （単位：人） 

H28 H29 H30 Ｒ1 R2 

6 9 8 8 7 

                                【裏面は入学生の状況】 

浜田市 江津市 益田圏域 大田圏域 出雲圏域 松江圏域 雲南圏域 隠岐圏域 県内合計 

16 

（16） 

1 
（0） 

0 
（2） 

1 
（1） 

3 
（8） 

3 
（5） 

1 
（0） 

 
 

25 
（32） 

鳥取 広島 山口 岡山 大阪 福岡   県外合計 

 

 

2 
（0） 

1 
（0） 

 

 
1 

（1） 
1 

（1） 
 

 

 
5 

（2） 

保健師 

学校進学 

助産師 

学校進学 
その他  

 

   その他合計 

 

 
 
 

 
 

 
 

    
 

※（   ）は昨年度卒業者数 

※浜田市のうち、浜田医療センター  16 人 
総合計 

30 
（34） 

浜田市 江津市 益田圏域 大田圏域 出雲圏域 松江圏域 雲南圏域 隠岐圏域 県内合計 

7 

（8） 

2 
（1） 

2 
（1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 

（10） 

鳥取県 広島県 山口県 岡山県     県外合計 

0 

（1） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

（1） 

看護学校 

進学 
その他   

 

   その他合計 

4 

（2） 

0 
（2） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
4 

（4） 

※（   ）は昨年度卒業者数 

※浜田市のうち、市内病院 2 人、診療所 3 人、介護施設 2 人 

※看護学校進学のうち、県内 1 人、県外 3 人 
総合計 

15 
（15） 

令 和 3 年 5 月 2 5 日 

福 祉 環 境 委 員 会 資 料 
健康福祉部 健康医療対策課 

 



 

◆令和 3 年度 入学生の状況 

１．島根大学医学部医学科『地域枠』【定員 10 人】 

浜田市出身入学者数の推移                      （単位：人） 

H29 H30 Ｒ1 R2 R3 

2 1 0 2 3 

H28～R2 年度入学者 7 名のうち男性 4 人、女性 3 人 

 

２．浜田医療センター附属看護学校【定員 40 人】 

入学者数の推移                            （単位：人） 

H29 H30 Ｒ1 R2 R3 

49 39 38 34 47 

出身地別                                             （単位：人） 

入学者のうち男性  5 人、女性   42 人 

≪一 般≫受験者 45 人、合格者 33 人、実質倍率 1.4 倍、辞退者 23 人 

 ≪推 薦≫受験者 35 人、合格者 35 人、実質倍率 1.0 倍、辞退者  0 人 

 ≪社会人≫受験者  2 人、合格者  2 人 

 

３．浜田准看護学校【定員 30 人】 

入学者数の推移                             （単位：人） 

H29 H30 Ｒ1 R2 R3 

21 14 22 21 11 

出身地別                                           （単位：人） 

入学者のうち男性 2 人、女性 9 人 

当校受験者 7 人、合格者 6 人、実質倍率 1.1 倍、辞退者 3 人  離職者等再就職訓練事業枠で入学 8 人 

 

◆浜田市医療従事者等宿舎の入居状況（令和３年４月 5 日現在） 

浜田医療センター（南側棟 6 戸） ： 2 戸入居（医療従事者） 

浜田市医師会  （北側棟 6 戸） ： 1 戸入居（准看護学生） 

浜田市 江津市 益田圏域 大田圏域 出雲圏域 松江圏域 雲南圏域 隠岐圏域 県内合計 

11 
（7） 

4 
（5） 

5 
（3） 

8 
（3） 

10 
（7） 

2 
（3） 

4 
（2） 

2 
（0） 

46 
（30） 

鳥取 広島 山口 岡山 大阪    県外合計 

1 
（0） 

0 
（2） 

0 
（1） 

 
 

0 
（1） 

 
 

 
 

 
 

1 
（4） 

※（   ）は昨年度入学者数 総合計 
47 

（34） 

浜田市 江津市 益田圏域 大田圏域 出雲圏域 松江圏域 雲南圏域 隠岐圏域 県内合計 

2 
（10） 

0 
（6） 

9 
（2） 

0 
（2） 

 
 

 
 

 
 

 
 

11 
（20） 

鳥取 広島 山口 岡山     県外合計 

 
 

 
 

0 
（1） 

     0 
（1） 

※（   ）は昨年度入学者数 総合計 
11 

（21） 



１　浜田市の高齢者人口及び高齢化率などの推移 （各年度4月1日現在）

H28 56,159 19,673 36,486 35.03%

H29 55,553 19,750 35,803 35.55%

H30 54,586 19,718 34,868 36.12%

H31 53,710 19,682 34,028 36.64%

H32 52,834 19,505 33,329 36.92%

33 52,145 19,454 32,691 37.31%

（％は小数点以下第３位を四捨五入）

56,159 54,586 52,834

第1号被
保険者数

認定者数
認定率

(％)

H27 19,685 991 3,707 4,698 23.87% 13,566 3,083 22.73%

H28 19,762 1,031 3,688 4,719 23.88% 1,684 385 22.86%

H29 19,739 903 3,673 4,576 23.18% 1,119 321 28.69%

H30 19,716 954 3,619 4,573 23.19% 616 179 29.06%

H31 19,541 942 3,522 4,464 22.84% 2,504 618 24.68%

H32 19,489 992 3,594 4,586 23.53% 19,489 4,586 23.53%
（％は小数点以下第３位を四捨五入）

4,698 4,576 4,573 4,586

令 和 3 年 5 月 25 日

福 祉 環 境 委 員 会 資 料

健康福祉部健康医療対策課

高齢者人口等の推移について　

認定率
(％）

令和2年度自治区別内訳

5,102

4,936

独居世帯

6,052

要支援
認定者数

要介護
認定者数

認定者数

7,744

7,914

8,062

55,553 53,710

6,124

6,151

6,210

6,242

6,334

人口と高齢化率の推移（平成28年度～平成33年度）

8,125

8,161

8,184

52,145

5,877

5,712

5,505

5,347

年度 人口
 高齢化率

（％）

     高齢者の世帯状況（人）
高齢者
人口

高齢者以
外

人口
高齢者世帯
構成員数

その他世帯
構成員数

２　浜田市の要支援・要介護認定の推移 （各年度3月末現在）

4,4644,719

要支援・要介護
認定者数

要介護認定の推移（平成27年度～平成32年度）

合計

浜田

金城

旭

弥栄

三隅

年度
第1号

被保険者数

19,673 19,750 19,718 19,682 19,505 19,454 

36,486 
35,803 34,868 34,028 33,329 32,691 

35.03% 35.55% 36.12%
36.64%

36.92%

37.31%

33.50%

34.00%

34.50%

35.00%

35.50%

36.00%

36.50%

37.00%

37.50%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

H28 H29 H30 H31 H32 33

高齢者人口 その他人口 高齢化率

年度

（人） （％）

991 1,031 903 954 942 992 

3,707 3,688 3,673 3,619 3,522 3,594 

23.87% 23.88%
23.18% 23.19%

22.84%
23.53%

22.00%

22.50%

23.00%

23.50%

24.00%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H27 H28 H29 H30 H31 H32

要支援

認定者数

要介護

認定者数

認定率

(％）

年度

（人） （％）

令和3年度）

R3R2

令和2年度）

R2

R2

R3

R2



３　高齢者の状況等（令和 33 年 4 月 1 日現在）

（１）　人口及び世帯の状況

男 性 女 性 合 計 男 性 女 性 合 計 独居世帯
高齢者
世帯

構成員数

その他
世帯

構成員数

浜田 18,368 20,137 38,505 5,650 7,889 13,539 4,490 5,840 3,209 35.16

金城 1,931 2,117 4,048 707 975 1,682 460 726 496 41.55

旭 1,346 1,309 2,655 470 651 1,121 391 396 334 42.22

弥栄 567 629 1,196 261 353 614 254 232 128 51.34

三隅 2,781 2,960 5,741 1,060 1,438 2,498 739 990 769 43.51

合 計 24,993 27,152 52,145 8,148 11,306 19,454 6,334 8,184 4,936 37.31

（２）　地区別・男女別高齢者人口等

高齢化率

男 性 女 性 合 計 男 性 女 性 合 計 男 性 女 性 合計  （％）

浜田 4,041 4,511 8,552 685 725 1,410 623 1,158 1,781 37.31

石見 5,963 6,356 12,319 860 942 1,802 773 1,334 2,107 31.73

長浜 2,413 2,693 5,106 426 445 871 388 677 1,065 37.92

周布 2,459 2,688 5,147 425 426 851 333 534 867 33.38

美川 807 902 1,709 177 184 361 124 270 394 44.18

国府 2,685 2,987 5,672 464 507 971 372 687 1,059 35.79

小計浜田 18,368 20,137 38,505 3,037 3,229 6,266 2,613 4,660 7,273 35.16

久佐 143 173 316 42 34 76 26 52 78 48.73

今福 252 247 499 62 56 118 34 68 102 44.09

美又 129 149 278 41 35 76 25 53 78 55.40

雲城 1,114 1,233 2,347 190 205 395 144 271 415 34.51

波佐 213 225 438 57 52 109 40 85 125 53.42

小国 80 90 170 24 29 53 22 35 57 64.71

小計金城 1,931 2,117 4,048 416 411 827 291 564 855 41.55

今市 780 691 1,471 93 92 185 88 168 256 29.98

木田 116 132 248 30 26 56 24 49 73 52.02

和田 239 238 477 58 48 106 55 96 151 53.88

都川 105 120 225 34 38 72 35 51 86 70.22

市木 106 128 234 20 21 41 33 62 95 58.12

小計旭 1,346 1,309 2,655 235 225 460 235 426 661 42.22

安城 324 357 681 79 68 147 75 132 207 51.98

杵束 243 272 515 53 48 101 54 105 159 50.49

小計弥栄 567 629 1,196 132 116 248 129 237 366 51.34

岡見 608 574 1,182 112 95 207 102 176 278 41.03

三保 783 857 1,640 156 182 338 147 229 376 43.54

白砂 130 134 264 24 21 45 20 42 62 40.53

三隅 850 928 1,778 156 156 312 126 237 363 37.96

黒沢 108 135 243 30 27 57 24 57 81 56.79

井野 302 332 634 78 80 158 85 136 221 59.78

小計三隅 2,781 2,960 5,741 556 561 1,117 504 877 1,381 43.51

合 計 24,993 27,152 52,145 4,376 4,542 8,918 3,772 6,764 10,536 37.31

（％は小数点以下第３位を四捨五入）

地区名

自治区
高齢化率

（％）

高齢者の世帯状況　（人）

前期高齢者人口(65-74歳)　（人） 人　　口　（人）

人　　口　（人） 高齢者人口（65歳以上）　（人）

後期高齢者人口(75歳以上)　（人）

(令和 3年 4月 1日現在）



 
 
 
 

1  敬老入浴券交付事業  

⑴ 事業開始予定日  

令和 3 年 6 月 1 日（火） 

⑵ 事業目的 

浜田市敬老入浴券を交付することにより、高齢者の社会参加及び健康維持の

意欲の向上を促すとともに、日帰り温泉施設等の利用の促進を図ることを目的

とする。 

⑶ 事業概要 

市内に住所があり、交付申請をしようとする日の属する年度内において 70

歳以上の高齢者に対して、1 冊 6 枚綴りの入浴券を 1,000 円で交付する。 

入浴券の利用期限は、令和 3 年 6 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までとし、1

年度につき申請者 1 人当たり 2 冊まで購入することができる。 

なお、日帰り温泉施設を利用する際に同行する者 1 名に限り、入浴券を利用

させることができる。 

入浴券の交付方法については、本庁総合窓口課・各支所市民福祉課または防

災自治課で交付する。 

※6/1(火)～6/18 (金)の間、本庁舎 1 階市民ロビーで特設窓口を設置。 

 

     対象人数：15,512 人(R3.4.1 現在) 

対象施設：12 施設 

施設名 所在地 

浜田市国民宿舎千畳苑 浜田市下府町 2164 番地 85 

浜田市美又温泉国民保養センター 浜田市金城町追原 32 番地１ 

リフレパークきんたの里 浜田市金城町七条イ 980 番地１ 

浜田市美又温泉会館 浜田市金城町追原 11 番乙地 

子安華湯館 浜田市金城町下来原 1425 番地 2 

美又温泉かめや旅館 浜田市金城町追原 7 番続 2 地 

ホテル川隅 浜田市旭町木田 1005 番地 1 

旭温泉あさひ荘 浜田市旭町木田 954 番地 3 

コワ温泉 浜田市三隅町下古和 949 番地 3 

御前湯（家族湯を除く。） 江津市有福温泉町 710 番地 

さつき湯 江津市有福温泉町 687 番地 

やよい湯 江津市有福温泉町 736 番地 1 

 

 

令 和 3 年 5 月 2 5 日 

福 祉 環 境 委 員 会 資 料  
健康福祉部健康医療対策課  

浜田市敬老入浴券交付事業について 



 

2  敬老入浴券贈呈事業（H30.6～R3.9）  

※期限を R3.3 月末から R3.9 月末まで延長 

⑴ 事業目的 

介護保険サービスを利用せずに健康を維持された高齢者に対し、日帰り温泉

施設等を利用することができる敬老入浴券を贈呈することにより、高齢者の社

会参加及び健康維持の意欲の向上を促し、もってその福祉の増進を図ることを

目的とする。 

⑵ 事業概要 

市内に住所のある 70 歳以上の高齢者でかつ介護保険サービス未利用者に対

して、1 年度 6 回分の入浴券を贈呈する。また、日帰り温泉施設を利用する際

に同行する者 1 名に限り入浴券を利用し入浴できる。 

入浴券の贈呈方法は、対象者へ郵送する。 

⑶ 事業実績 

 
対象者数 利用枚数 利用実績額 

平成 30 年度実績 10,487 人 12,106 枚 5,483,830 円 

令和元年度実績 11,057 人 14,299 枚 6,615,350 円 

令和 2 年度実績 11,376 人 10,439 枚 4,862,550 円 

 



 

新型コロナウイルスワクチンの接種状況について 

 

 4 月 26 日（月）から、市内の高齢者施設に入所されている 65 歳以上の方への

ワクチン接種を開始し、5 月 17 日（月）からは、65 歳以上の高齢者への接種を開

始しています。 

 

 

1 ワクチンの供給 

   5 月中には、4 月に供給を受けたワクチンを含めて、計 10 箱（5,460 人分

×2 回接種）が供給されますが、6 月最終週までに、全高齢者（約 20,000 人）

が 2 回接種可能となる量のワクチンが配送される見込みとなっています。 

 

 

2 接種実績（5 月 17 日現在）※Ⅴ-ＳＹＳによる状況確認 

接種回数 1 2 

接種実績 

の内訳 

医療 

従事者 

高齢者 

高齢者施設

従事者 

医療 

従事者 

高齢者 

高齢者施設

従事者 

人数合計 1,671 625 71 1,081 0 0 

  

 

3 高齢者の集団接種 

   高齢者向けワクチン接種については、各自が医療機関で接種を受ける「個別

接種」としていますが、政府は、希望する高齢者に、7 月末を念頭に 2 回の接

種が終えることができるよう、高齢者向けワクチン接種の前倒しの方針が示

されています。 

こうした状況も踏まえて、「個別接種」の補完的な対応として、7 月に特設

会場での高齢者向けの「集団接種」を実施する予定としてします。 

 

令 和 3 年 5 月 2 5 日 
福 祉 環 境 委 員 会 資 料 
健康福祉部新型コロナウイルス 
ワ ク チ ン 対 策 室 



○浜田市の未就学児童及び施設入所（園）児童の状況について
各年度4月1日現在

認可保育所
認定こども

園
幼稚園

人 人 人 ％ 人 人 人

H24 59,084 2,735 2,064 75.5 1,822 22 220

H25 58,523 2,701 2,092 77.5 1,852 14 226

H26 57,778 2,632 2,077 78.9 1,868 14 195

H27 56,990 2,617 2,012 76.9 1,803 19 190

H28 56,159 2,550 2,024 79.4 1,833 20 171

H29 55,553 2,514 2,004 79.7 1,819 25 160

H30 54,586 2,429 1,962 80.8 1,773 39 150

R元 54,586 2,335 1,949 83.5 1,774 44 132

R2 52,834 2,262 1,878 83.0 1,737 48 93

R3 52,145 2,139 1,797 84.0 1,636 78 83

※入所（園）施設は、事業所内保育所（認可外）を除く。

浜田市の未就学児童の状況について

年度 人口
未就学
児童数

施設入所(園)
児童数

施設入所(園)
児童率

施設別入所(園)状況

2,735 2,701 2,632 2,617 2,550 2,514 
2,429 2,335 2,262 

2,139 2,064 2,092 2,077 2,012 2,024 

2,004 1,962 1,949 1,878 

1,797 

75.5 

77.5 

78.9 

76.9 

79.4 

79.7 
80.8 

83.5 83.0 
84.0 

65.0

67.0

69.0

71.0

73.0

75.0

77.0

79.0

81.0

83.0

85.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3

（％）（人）

年度

浜田市の未就学児童と施設入所（園）児童状況

未就学児童数

施設入所(園)

児童数

施設入所(園)

児童率

（各年度4月1日現在）

453 439 415 442 
407 392 396 374 

342 
296 

0

100

200

300

400

500

600

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2

（人）

年度

浜田市の年度別出生者数状況

出生者数

＜裏面に続く＞

（各年度中出生者数）

令和3年5月25日

福祉環境委員会資料

健康福祉部子育て支援課



○浜田市の未就学児童の状況について

1.人口構成等の状況（R3.4.1現在）

地域 人　口 世帯数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 R2年 増減(R3-R2)

浜田 38,505 19,264 232 240 277 305 290 295 1,639 1,715 △ 76

金城 4,048 1,885 19 16 26 24 31 34 150 178 △ 28

旭 2,655 1,342 12 20 16 20 23 24 115 121 △ 6

弥栄 1,196 658 0 5 5 8 6 8 32 36 △ 4

三隅 5,741 2,824 22 38 30 32 44 37 203 212 △ 9

合 計 52,145 25,973 285 319 354 389 394 398 2,139 2,262 △ 123

地域 園数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 R2年 増減(R3-R2)

私立保育所 13 42 127 153 165 165 150 802 843 △ 41

こども園（保育） 29 70 81 77 86 80 423 468 △ 45

こども園（幼児） - - - 28 17 18 63 33 30

公立幼稚園 3 - - - 9 7 22 38 50 △ 12

私立幼稚園 1 - - - 16 9 17 42 39 3

計 21 71 197 234 295 284 287 1,368 1,433 △ 65

私立保育所 4 10 13 24 22 30 33 132 149 △ 17

計 4 10 13 24 22 30 33 132 149 △ 17

こども園（保育） 3 11 12 12 16 15 69 71 △ 2

こども園（幼児） - - - 5 5 5 15 15 0

計 1 3 11 12 17 21 20 84 86 △ 2

私立保育所 2 0 5 4 7 5 8 29 31 △ 2

計 2 0 5 4 7 5 8 29 31 △ 2

私立保育所 3 6 26 22 29 36 35 154 150 4

計 3 6 26 22 29 36 35 154 150 4

広域保育所 - 0 6 1 6 6 3 22 20 2
広域こども園（保育） - 0 0 1 1 1 1 4 4 0

広域小規模A型 - 0 1 0 0 0 0 1 1 0

広域幼稚園 - - - - 0 2 1 3 4 △ 1

計 - 0 7 2 7 9 5 30 29 1

私立保育所 22 58 171 203 223 236 226 1,117 1,173 △ 56

広域保育所 - 0 6 1 6 6 3 22 20 2

こども園（保育） 5 32 81 93 89 102 95 492 539 △ 47
広域こども園（保育） - 0 0 1 1 1 1 4 4 0

広域小規模A型 - 0 1 0 0 0 0 1 1 0

小計 27 90 259 298 319 345 325 1,636 1,737 △ 101

こども園（幼児） - - - - 33 22 23 78 48 30

公立幼稚園 3 - - - 9 7 22 38 50 △ 12

私立幼稚園 1 - - - 16 9 17 42 39 3

広域幼稚園 - - - - 0 2 1 3 4 △ 1

小計 4 0 0 0 58 40 63 161 141 20

合計 31 90 259 298 377 385 388 1,797 1,878 △ 81

31.6% 81.2% 84.2% 96.9% 97.7% 97.5% 84.0% 83.0% 1.0%

1 2 3 5 5 7 0 22 27 △ 5

193 57 51 7 2 10 320 357 △ 37

事業所内保育所

1
旭

弥栄

三隅

合計

施設入所児童率

※広域とは市外を意味しており、浜田市の乳幼児が市外の施設に入所する場合を「広域入所」と言います。

2.施設の入所状況（R3.4.1現在）

浜田

金城

広域
　　※

施設未利用者

4



1 原井小学校 ふたば学級 80 14 20 14 9 4 0 61

2 雲雀丘小学校 若潮学級 30 7 5 5 3 0 0 20

3 松原小学校 くすのき学級 40 11 6 10 4 2 0 33

4 杉の子学級 40 12 15 8 3 2 0 40

5 杉の子第2学級 35 8 9 4 6 0 0 27

6 杉の子第3学級 40 10 11 6 5 2 1 35

7 美川小学校 山ばと学級 40 7 9 6 8 4 2 36

8 ひまわり学級 50 13 5 7 6 4 0 35

9 ひまわり第2学級 60 13 5 6 5 3 0 32

10 長浜小学校 とびうお学級 70 28 14 15 2 2 0 61

11 かぜの子学級 60 9 13 11 4 2 3 42

12 かもめ学級 60 18 17 9 10 4 1 59

13 さくら学級 40 10 9 4 5 1 0 29

14 さくら第2学級 40 9 9 7 2 1 1 29

15 雲城小学校 雲城地区児童クラブ 40 23 11 7 3 2 0 46

16 今福小学校 今福地区児童クラブ 30 3 4 2 1 5 4 19

17 旭小学校 今市児童クラブ 40 13 7 14 3 7 3 47

18 弥栄小学校 やさか児童クラブ 20 3 8 1 1 4 4 21

19 三隅小学校 三隅小児童クラブ 60 15 11 19 7 4 0 56

20 岡見小学校 岡見小児童クラブ 40 4 2 4 2 1 1 14

915 230 190 159 89 54 20 742

399 382 388 414 424 414 2,421

57.6% 49.7% 41.0% 21.5% 12.7% 4.8% 30.6%

227 228 184 121 39 21 820

395 400 424 426 418 414 2,477

57.5% 57.0% 43.4% 28.4% 9.3% 5.1% 33.1%

放課後児童クラブの入会状況について

令和3年度入会児童状況 令和3年5月1日現在（単位：人）

№ 学校名 クラブ名
クラブ入会児童数（学年別）

合計
1 2 3 4 5 6

石見小学校

周布小学校

国府小学校

設置学校全児童数

三階小学校

　※　入会児童数割合＝入会児童数／全児童数 

定員

入会児童数割合

令和2年　合計

設置学校全児童数

入会児童数割合

令和3年　合計

令和3年5月25日
福祉環境委員会資料

健康福祉部子育て支援課



 

浜田市病児・病後児保育室及び浜田市休日応急診療所 

の整備について 

 

浜田市病児・病後児保育室及び浜田市休日応急診療所の整備について、現

在の状況を次のとおり報告します。 

 

1  施設の概要 

構造 木造平家建 

床面積 198.00 ㎡ 

【病児・病後児保育室】 90.00 ㎡（定員 6 人） 

【休日応急診療所】   108.00 ㎡ 

2  事業手法 

【病児・病後児保育室】 指定管理 

【休日応急診療所】 業務委託 

3  今後の整備スケジュール（予定） 

 

4  施工業者 

⑴ 外構工事①  宮田建設工業株式会社 

⑵ 建築工事   未定（6 月入札予定） 

⑶ 外構工事②  未定（10 月入札予定） 

 

R3.4 R3.5 R3.6 R3.7 R3.8 R3.9 R3.10 R3.11 R3.12 R4.1

外構工事①

（JA側側溝整備）

建築工事

外構工事②

（駐車場整備等）

オ
ー
プ
ン

令 和 3 年 5 月 2 5 日 
福 祉 環 境 委 員 会 資 料 
健康福祉部子育て支援課 
健康福祉部健康医療対策課 



【浜田市国民健康保険料率】

【1人あたりの国民健康保険料】

※1人あたりの国民健康保険料＝試算賦課額÷被保険者数

【浜田市国民健康保険加入見込み】

人 人 人 人

人 人 人 人

人 人

人

　介護分については、所得割率を0.26ポイント、被保険者均等割額を900円、世帯別平等
割額を600円それぞれ引き下げます。

　令和3年度の浜田市国民健康保険料率は、浜田市国民健康保険運営協議会（令和3年5月
13日開催）へ諮問し、その答申に基づき決定しました。

　医療分と支援金分の合計については、所得割率、被保険者均等割額、世帯別平等割額そ
れぞれを維持します。

1人あたりの
国民健康保険料

介護なし

介護あり

医療分+支援金分 83,265円 82,656円 609円

105,790円105,002円 ▲788円
医療分+支援金分
+介護分

▲0.26pt

8.88% 8.94% ▲0.06pt

3.05%

11.93%

35,400円

11.93%

35,400円

区　分 令和3年度 令和2年度
対前年度
比　較

支援金分

応能割 所得割

介護分

応能割 所得割

応益割
被保険者均等割

世帯別平等割

賦課限度額

医療分

応能割 所得割

26,400円 100円

18,800円 ▲200円

63万円

応益割

令 和 3 年 5 月 25 日

福 祉 環 境 委 員 会 資 料

健 康 福 祉 部 保 険 年 金 課

令和3年度　浜田市国民健康保険料率について

対前年度
比　較

令和2年度令和3年度区　分

被保険者均等割

所得割応能割

応益割
24,600円 24,600円

-

-

-

医療分
+

支援金分 世帯別平等割

82万円賦課限度額 82万円

介護保険第2号被保険者(40～64歳)

65～69歳0～64歳

令和3年度
見込み数

70～74歳

区　分

世帯数

総　数

一般被保険者

退職被保険者

被保険者数 9,786

0

前期高齢者

6,847

被保険者均等割

世帯別平等割

賦課限度額 -

応益割
被保険者均等割

世帯別平等割

2.66%

▲900円

19万円 19万円賦課限度額

6,000円 5,800円 200円

2.99% 0.06pt

4,400円 5,000円 ▲600円

17万円 17万円 -

9,000円 9,900円

-

-

26,500円

18,600円

63万円

2.40%

8,900円 9,000円 ▲100円

9,786

2,491

3,740

3,740

0

2,164

2,164

3,882

3,882



【料率の算定過程】

(注)前年度料率等と比べて上がる欄は赤色太字、下がる欄は緑色斜字で表示。

【年度末基金残高の推移】

【モデル世帯試算比較による1世帯あたり保険料額（県内8市の比較）】

<モデル世帯>　夫婦2人世帯

料 料 料 税 料 税 料 料

医

支

介護

あり 順

医支

介

※100円未満の保険料は切り捨てて計算しています。

①R2料率
での試算

②標準料率
での試算

83,265円 82,656円

約300万円 約1,800万円 0万円 約300万円

令和2年度

11.93%

35,400円

24,600円

82.0万円

11.93%

5,000円

11.93%

所得額

1,500,000円

0円

大田市益田市出雲市松江市

B

続柄

世帯主

合　計 1,500,000円 430,000円

雲南市

約400万円

○

17.0万円

21,737円

35,600円

24,600円

17.0万円

21,737円

35,400円

24,600円

約1,800万円

5,000円

17.0万円

23,134円

4,400円

2.66%

9,900円

2人

応益割

応能割

賦課限度額

所得割

均等割

平等割

所得割

均等割

応能割

応益割

区分･年度

妻 ○55

項目 江津市安来市

1人あたり保険料（一般）

基金繰入必要額

介護分

2.40%

9,000円

▲約700万円 0万円 0万円▲約100万円

2.40%

9,000円

4,400円平等割

賦課限度額 17.0万円

23,886円

世帯員

3

217,900円

160,000円

57,900円

57,200円

275,100円

2

医+支

介護

保険料額

223,000円

166,600円

56,400円

48,000円

271,000円

4

178,600円

39,600円

47,100円

265,300円

5

221,000円

162,800円

58,200円

1

218,200円

167,800円

50,400円

51,900円

270,100円

218,200円

57,200円

278,200円 242,000円

8

172,500円

43,000円

47,100円

262,600円

6

207,100円

164,000円

43,100円

50,200円

257,300円

215,500円

7

205,500円

164,200円

41,300円

36,500円

0円

100円 0円 0円

▲5,200円 0円

(料率維持)

基礎控除額

430,000円

0円

11.50%

35,266円

22,727円

82.0万円

2.34%

9,337円

4,563円

17.0万円

21,788円

80,711円 83,696円

82.0万円82.0万円

83,271円

③繰入なし

12.01%

35,400円

R3 R2 R2 R3 R2 R3

(料率UP)

浜田市

1人あたり保険料（一般）

基金繰入必要額

医療分
+

支援金分

A

年齢

58

介護2号該当

区　分
④繰入あり

24,600円

82.0万円

2.66%

9,900円

R2 R2

前年
度比



 

令和 2 年度ごみの排出量等について（報告）  

 浜 田 市 で は 、ご み の 量 を 減 ら す た め に 、ご み の 分 別 収 集 や リ サ

イ ク ル ボ ッ ク ス の 設 置 な ど さ ま ざ ま な 取 り 組 み を 行 っ て い ま す 。 

 

ごみ の排 出 状況 の前 年度 比 較と 目標 値  

 

    年 度  

項 目  
令 和 2 年 度  令 和 元 年 度  

前 年 度  

比 較  

参 考  

（ 令 和 7 年

度 目 標 値 ）  

ご み の 総 排 出

量 （ ト ン ）  
19,370  19,430  △ 60  17,4 55  

1 人 1 日 平 均 の

ご み 排 出 量（ グ

ラ ム ）  

989  977  12  956. 9  

リ サ イ ク ル 率

（ ％ ）  
20.27  20.73  △ 0. 46  21.4  

※ 目 標 値 は 、第 3 次 浜 田 市 一 般 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画（ 令 和 3 年 度

～ 令 和 1 2 年 度 ） 中 間 目 標 年 次 に 基 づ い て い ま す 。  

 

ごみ の排 出 量は 減少 しま し た  

 令 和 2 年 度 に 市 内 か ら 出 さ れ た ご み 排 出 量 の 総 量 は 、19 ,370 ト

ン で 、前 年 度 と 比 較 し て 60 ト ン 減 少 し ま し た 。ご み 排 出 量 の 総 量

の 中 で 年 間 収 集 量 は 2 22 ト ン 減 少 し ま し た が 、年 間 直 接 搬 入 量 は

162 ト ン 増 加 し て い ま す 。  

 ご み の 種 類 別 で は 、燃 や せ る ご み が 減 少 し 、燃 や せ な い ご み が

増 加 し ま し た 。  

 

令和 7 年 度 の中 間目 標達 成 には  

 第 3 次 浜 田 市 一 般 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画 の 目 標 数 値 を 達 成 す る た

め に は 、ま だ ま だ ご み の 総 量 の 削 減 が 必 要 で す 。 市 民 1 人 1 日 あ

た り の ご み 排 出 量 も 、目 標 値 の 達 成 を 目 指 し ご み の 減 量 と リ サ イ

ク ル の 推 進 を 図 り 、 こ れ か ら も 地 球 環 境 を 守 る た め 「 で き る だ け

ご み を 出 さ な い こ と 」を 心 が け な が ら 、引 き 続 き 正 し い ご み の 分

け 方 ・ 出 し 方 に 取 り 組 ん で い く 必 要 が あ り ま す 。  

令 和 3 年 5 月 2 5 日 

福 祉 環 境 委 員 会 資 料 

市 民 生 活 部 環 境 課 



令和2年度のごみの排出量等について

浜田市における年度別ごみ排出量の推移

増減量(数) 増減率

53,645 54,334 55,210 56,086 △ 689 △ 1.27%

27,473 27,482 27,681 27,830 △ 9 △ 0.03%

1 11,485 11,707 11,857 12,097 △ 222 △ 1.90%

2 8,936 9,072 8,744 8,516 △ 136 △ 1.50%

3 431 398 536 768 33 8.29%

4 古紙 965 1,065 1,253 1,304 △ 100 △ 9.39%

5 空缶 172 162 174 171 10 6.17%

6 ペット・プラ容器包装 666 686 793 926 △ 20 △ 2.92%

7 びん 315 324 357 377 △ 9 △ 2.78%

8 廃乾電池　※2 0 0 0 35 0 0.00%

9 587 589 588 591 △ 2 △ 0.34%

10 1,145 1,164 1,174 1,191 △ 19 △ 1.63%

11 ②年間直接搬入量          (ｔ) 7,885 7,723 7,715 7,446 162 2.10%

12 6,972 6,887 6,878 6,251 85 1.23%

13 676 597 569 899 79 13.23%

14 古紙 196 200 231 264 △ 4 △ 2.00%

15 空缶 8 8 7 5 0 0.00%

16 ペット・プラ容器包装 12 12 13 13 0 0.00%

17 びん 21 19 17 14 2 10.53%

18 総　　計　(①＋②)　            (ｔ) 19,370 19,430 19,572 19,543 △ 60 △ 0.31%

19 17,015 16,954 16,727 16,434 61 0.36%

20 87.19 86.88 85.71 84.21 0.31 0.36%

21 資源ごみ排出量　 　  　　 (ｔ) 2,355 2,476 2,845 3,109 △ 121 △ 4.89%

22 総量のうち資源ごみの割合 （％） 12.16 12.74 14.54 15.91 △ 0.58 △ 4.55%

23 3,927 4,027 4,466 4,483 △ 100 △ 2.48%

24 20.27 20.73 22.82 22.94 △ 0.46 △ 2.22%

25 １人１日平均排出量        (ｇ) 989 977 971 955 12 1.23%

26 １世帯１日平均排出量      (ｇ) 1,932 1,932 1,937 1,924 0 0.00%

27 80.55 80.80 81.39 81.27 △ 0.25 -

※1 行政区域内人口・世帯数は各年度３月末現在の数値となっています。
(島根あさひ社会復帰促進センター入所者見込1,500人を含む）

※2 廃乾電池は3年に1度程度のサイクルで処理を行うため、平成30年度、令和元年度、令和2年度は0となります。
※3 「リサイクル量」欄の数値は、「資源ごみ排出量」から汚れなどの理由により資源化できなかった
　　ものの数量を除き、エコクリーンセンターの可燃ごみの焼却から発生した「スラグ」及び「メタル」
　 と不燃ごみ処理場の不燃ごみから回収した「金属（くず鉄）」の数量を加えたもの。
※4 表示単位未満は、単純四捨五入のため合計は必ずしも一致しません。

Ｈ24
残渣
スラグ
鉄くず

Ｈ27
残渣

年間総排出量対比(%)(H17を100とする)

リサイクル量　　※3　　　(ｔ)

リサイクル率　　　　　　 （％）

可燃(焼却)・不燃(破砕･埋立)ごみ量

排出量対比(%)(H17を100とする)

燃やせないごみ

資
源
ご
み

燃やせるごみ

燃やせるごみ

１人１日平均収集量             (ｇ)

資
源
ご
み

①年間収集量　　          (ｔ)

区　　　　　分

１世帯１日平均収集量          (ｇ)

燃やせないごみ

№
前年度比較

行政区域内人口 　     ※1       　(人)

H２９Ｒ１

行政区域内世帯数     ※1     　(世帯)

Ｒ２ Ｈ３０



 

 

 

（1）軽自動車税（種別割）の当初賦課状況について（詳細は裏面） 

昨年度と比較して、当初賦課調定額は、約310万円の増となりました。 

   令和3年度 令和2年度 増 減 前年度比 

当初歳入予算額 195,714,000円 195,179,000円 535,000円 100.3％ 

当初賦課調定額 202,853,900円 199,716,100円 3,137,800円 101.6％ 

 課税台数  26,551台  26,426台  125台  100.5% 

 

二  輪 9,133,900円 9,087,500円 46,400円 100.5％ 

 課税台数  3,255台  3,322台  ▲67台  98.0% 

四  輪 191,039,500円 188,316,400円 2,723,100円 101.4％ 

 課税台数  22,375台  22,334台  41台  100.2% 

そ の 他 2,680,500円 2,312,200円 368,300円 115.9％ 

 課税台数  921台  770台  151台  119.6% 

（2）調定額の主な増減理由（税制改正による影響） 

① 四輪軽自動車の新税額適用車両の課税台数の増   173万円増（旧税額車両は減） 

② 四輪軽自動車の重課税額適用車両の課税台数の増   42万円増 

③ 四輪軽自動車の軽課税額適用車両の課税台数の増   56万円増 

（3）納税通知書発送件数 

 令和3年度 令和2年度 
増 減 前年度比 

発送件数 割合 発送件数 割合 

課税台数 
(納税通知書発送件数) 

26,551台 100.0％ 26,426台 100.0％ 125台 100.5％ 

 
納付書納付 16,878台 63.6％ 16,796台 63.6％ 82台 100.5％ 

口座振替 9,673台 36.4％ 9,630台 36.4％ 43台 100.4％ 

納税義務者数 18,320人 － 18,525人 － ▲205人 98.9％ 

（4）納税通知書発送日  令和3年5月6日（木） 

（5）商品軽自動車※の課税免除実績（平成23年度から実施） 

 令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 

免除金額 360,400円 332,000円 348,800円 400,400円 408,400円 

免除台数 43台 38台 43台 50台 58台 

申請業者数 7業者 10業者 8業者 9業者 9業者 

 ※ 商品軽自動車とは、中古自動車販売業者が商品として管理し、展示・販売する軽自動車及び

2輪の小型自動車のこと。 

令和3年度 軽自動車税（種別割）の当初賦課状況等について 

令 和 3年 5月 25日  
福祉環境委員会資料 
市民生活部 税務課  



  

《参考》当初賦課調定の内訳                 （単位；台数：台、調定：円） 

車   種 旧税額 新税額 
重課 
税額 

令和3年度 令和2年度 当初賦課前年度比較 

課税  
台数  
① 

調 定 額 

② 

課税  
台数  
③ 

調 定 額 

④ 

課税 
台数 
①-③ 

調定額 

②-④ 

二 
 
 

輪 

原動機付 
自転車 

第一種 
（～50CC） 

－ 2,000 － 1,907 3,814,000 2,027 4,054,000 ▲120 ▲240,000 

第二種乙 
（51CC～90CC） 

－ 2,000 － 110 220,000 121 242,000 ▲11 ▲22,000 

第二種甲 
（91CC～125CC） 

－ 2,400 － 331 794,400 314 753,600 17 40,800 

ミニカー － 3,700 － 11 40,700 11 40,700 0 0 

軽二輪(126CC～250CC) － 3,600 － 463 1,666,800 457 1,645,200 6 21,600 

小型二輪（251CC～） － 6,000 － 433 2,598,000 392 2,352,000 41 246,000 

小  計 － － － 3,255 9,133,900 3,322 9,087,500 ▲67 46,400 

四 
 

輪 

乗 用 
営業用 6,600 6,900 8,200 11 73,500 10 66,300 1 7,200 

自家用 8,600 10,800 12,900 15,540 155,796,200 15,504 153,187,300 36 2,608,900 

貨物用 
営業用 3,600 3,800 4,500 136 513,200 138 515,600 ▲2 ▲2,400 

自家用 4,800 5,000 6,000 6,688 34,656,600 6,682 34,547,200 6 109,400 

小  計 － － － 22,375 191,039,500 22,334 188,316,400 41 2,723,100 

そ
の
他 

小型特殊自動車 

（農耕作業用） 
－ 2,000 － 706 1,412,000 572 1,144,000 134 268,000 

小型特殊自動車 

（その他） 
－ 5,900 － 215 1,268,500 198 1,168,200 17 100,300 

小  計 － － － 921 2,680,500 770 2,312,200 151 368,300 

合  計 － － － 26,551 202,853,900 26,426 199,716,100 125 3,137,800 

※1 旧税額：初度検査年月が平成20年4月～平成27年3月の四輪に適用（平成27年度の税額） 

※2 新税額：初度検査年月が平成27年4月以降の四輪または、二輪や小型特殊自動車に適用 

なお、四輪のうち一定の環境性能基準を満たした車両については、軽課税額を適用 

※3 重課税額：初度検査年月が平成20年3月以前（新規登録から13年経過）の四輪に適用 

 

 

裏面へ 

※ 

※1 ※2 ※3 



 

 

 

 

(1) 固定資産税の当初賦課状況 

  令和2年度の当初賦課調定額と比較して、土地、家屋及び償却資産は減額となってい

ます。 

 令和３年度 令和２年度 増 減 前年度比 

当初歳入予算額 3,593,538,000  3,952,374,000 ▲358,836,000  90.9%  

当初賦課調定額 3,779,203,200  4,005,789,700 ▲226,586,500  94.3%  

  内
訳 

土 地 850,276,500  878,399,991 ▲28,123,491  96.8%  

家 屋 1,453,479,779  1,541,171,283 ▲87,691,504  94.3%  

償却資産 1,475,446,921  1,586,218,426 ▲110,771,505  93.0%  

 
 

(2) 調定額の主な増減理由 

土地 ………地価下落による減額（▲約2,800万円） 

家屋 ………評価替えによる減額（▲約3,600万円） 

      新型コロナウイルス感染症対策による軽減（▲約5,100万円） 

償却資産……減価償却による減額（▲約3,500万円） 

新型コロナウイルス感染症対策による軽減（▲約2,500万円） 

      総務大臣配分による減額（▲約5,000万円）  

       

(3) 納税通知書発送日  令和3年４月２２日（水） 
 

(4) 納税通知書発送件数 

 令和３年度 令和２年度 

納税通知書発送件数 

（納税義務者数） 
27,025件  納付方法別割合 27,199件  納付方法別割合 

  
納付書納付用 8,945件  33.1%  8,935件  32.9%  

口座振替用 18,080件  66.9%  18,264件  67.1%  

 

 (5)相談窓口の開設について（場所：本庁2階 資産税課窓口） 
納税通知書の発送に併せて、相談窓口を開設しました。 

 期  間 時  間 相談件数 

固定資産税 4月23日(金)～5月14日(金) 午前 9 時～午後 5 時 416件 

 

令和3年度固定資産税の当初賦課状況等について 

令 和 3 年 5 月 2 5 日 
福祉環境委員会資料 
市民生活部 資産税課 

単位：円 


